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持分法適用関連会社における重要な契約の締結に関するお知らせ 

当社の持分法適用関連会社である株式会社モール・オブ・ティーヴィーにおいて、重要な契約が締

結された事実の発生が判明致しましたので、下記の通りお知らせいたします。 

記 

 
１．事実の概要及び発生の経緯 

株式会社モール・オブ・ティーヴィー（以下「モール・オブ・ティーヴィー」と言います。）

は、月刊誌等の出版事業とそれに係る広告事業を主として展開しています。当社はモール・オブ・

ティーヴィーの株式の22％を保有して持分法適用関連会社としております。 

同社において平成27年１月30日に編集権貸与契約及びホームページ制作業務委託契約が締結さ

れることにより、契約金として13百万円及びホームページの制作業務委託契約の報酬として30百

万円の収益が同社において平成27年３月期に計上される予定です。 

 

２．今後の見通し 

当該事象により、平成27年３月期において持分法による投資損失が約９百万円減少する見込み

です。また、当該契約の履行に伴い追加的な収益や費用の発生が見込まれますが、当該影響額に

つきましては客観的に見積もることができないため記載しておりません。なお、今後業績予想の

修正が必要と判断される場合には速やかに公表いたします。 

 

以 上 


